
巻頭言

大阪府医師会報10月号（vol.412）

　大阪府医師会産業医部会は、昭和50年６月に
設立され長い歴史の中で、産業保健に関する各
種活動、産業医の育成ならびに資質向上のため
の研修会の実施、行政や各関係団体との連携な
ど多岐にわたり積極的に取り組んできました。
産業医研修事業および産業医認定事業に関して
は、平成２年より開始された「日本医師会認定
産業医制度」に基づき、研修会指定申請と認定
産業医の新規申請・更新申請を行っています。
　本会が産業医研修会を開催するにあたって
は、部会内に「産業医研修カリキュラム検討委
員会」を設置し、その時代のニーズに沿った研
修会を企画立案してきました。令和３年３月末
現在までに、本会を通じて日医に新規申請手続
きを行い登録された認定産業医の累計は8,395
人であり、更新申請手続きを行い登録された認
定産業医の累計は17,089人になります。
　産業医の業務は、現在では、安全衛生委員会
への出席、職場巡視、健康診断の結果の確認と
事後措置の実施のみならず、長時間労働者に対
する面接指導、ストレスチェックおよびその面
接指導、職場復帰の支援、治療と仕事の両立支
援、メンタルヘルス問題への対応など、以前と
比べ業務が極めて増大しています。すべては説
明できないですが、この中でも、安全衛生委員
会への出席は重要です。そこでは、その企業の
経営側の考え方を知ることができ、その事業場

の安全衛生上の課題を把握できる絶好の機会で
す。職場巡視の実施も重要です。作業や作業環
境の把握と指示だけでなく、実施を通して職場
の実際の雰囲気やどの部署がどのような仕事を
しているのかを把握できます。また、こうした
情報は復職支援の際にも役立ちます。健康診断
の事後措置は、生活習慣病では、未病の状態で
のアプローチが可能で、発症後の場合は早期外
来受診につなげることができ、合併症が発症す
る前にアプローチが可能です。こうしたアプロ
ーチは産業医にこそ可能であり、一般外来とは
違った医師としての醍醐味があります。
　産業医の勤務形態としては、事業場と専属契
約を行っている専属産業医と地域医療に貢献し
ながら嘱託産業医として活動される場合があ
り、後者が大多数です。つまり、医師会の先生
方の貢献なしには我が国の産業保健制度は成り
立ちません。今後も、大阪府医師会は会員の先
生方とともに、大阪府下の産業保健活動に貢献
してまいりたいと考えております。

予防医学の根幹としての産業医活動

大阪府医師会理事

林　朝茂


